
第４回 越前市水道料金・下水道使用料等協議会 次第 

 

                               日 時 ： 令和７年 11 月 1０日（月） 
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第３回協議会 補足説明

第４回 越前市水道料金・下水道使用料等協議会

越前市上下水道課

1

資料１



第2回協議会議事録修正について

2

第2回協議会において、汚水に必要な経費を表示した図において各費用と財源の割合が実際の金額のもの
と違った点において、一度事務局が正しいと回答したあと、補足で資料の最後に出てくる図（P5）が正しいと
説明した箇所について誤りがあったため修正をしました。正しい数値を基に図を作成しました（P3.4）。

第2会議録 P2、３



第2回協議会議事録修正について

3

第2回協議会説明資料 P20



第2回協議会議事録修正について

4

第2回協議会説明資料 P2１



資産維持費

適正な下水道使用料の考え方

基準外
繰入金

189,198千円

汚水処理に必要な経費 949,866千円

下水道使用料 760,668千円

（経費）

（財源）

使用料対象経費

下水道使用料 857,423千円

下水道使用料 949,866千円

３％

0.４％

0.2％

現 行

パターンⅠ

パターンⅡ

基準外
繰入金
92,443

千円

下水道使用料 1,035,866千円パターンⅢ

第2回協議会説明資料
P23
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第３回協議会委員からの意見・質問に対する補足

6

第２回
補足資料
スライド

回 答意見・質問番号

９表の1番下の不足額から逆算して算
出している。
次回、計算根拠等を説明する。

資料9ページの資金不足額の92,443千円はどこ
から計算された数字か。5年平均の計算式等があ
ればわかりやすいが、92,443千円の結果の数値
しか出てないためわかりにくい。この数字はここ
からきているという根拠が分かれば良い。

１



資産維持率の検討

• 水道料金を参考に資産維持率3.0%とすると、あまりに急激な上昇となるため、資産維持率0.1%～３%につ
いて試算しております。

• 財源のバランスをみながら計上するべき資産維持率を検討します。

使用料対象経費

※使用料対象期間（R7～R11の5年間）合計 （単位：千円）
資産維持率（※1） 0% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 2.0% 3.0%
維持管理費（A)
資本費（B)
資産維持費（C）（※2） 0 43,000 86,000 171,999 257,999 343,999 429,998 859,997 1,289,995
公費負担分（D)
汚水処理費（A+B+C-D） 857,423 900,423 943,423 1,029,422 1,115,422 1,201,422 1,287,421 1,717,420 2,147,418
資金不足額
下水道使用料
不足額 189,198 232,198 275,198 361,197 447,197 533,197 619,196 1,049,195 1,479,193

640,362
1,942,530

1,725,469

760,668
92,443

第2回補足説明資料
P9

7



8

使用料対象経費の算定

• 水道料金を参考に資産維持率3.0％とすると、あまりに急激な上昇となるため、資産維持率（※２）0.1％～3％につい
て試算しております。

• 財源のバランスをみながら計上するべき資産維持率を検討します。

（※1）資産維持率・・・水道事業では「水道料金算定要領」（日本水道協会）にて資産維持率は少なくとも３％必要と示されている。
下水道事業では具体的な算定方法は明示されていないが、今後計上されることが望ましいとされている。

（※2）資産維持費・・・資産の更新を行う際の高度化・物価上昇などに伴う所要額。

投資財政計画の各数値から使用料対象経費を算出しました。

補足資料

※使用料対象期間（R7～R11の5年間）合計 （単位：千円）
資産維持率（※1） 0% 0.1% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 2.0% 3.0%
維持管理費（A)
資本費（B)
資産維持費（C）（※2） 0 43,000 86,000 171,999 257,999 343,999 429,998 859,997 1,289,995
公費負担分（D)
汚水処理費（A+B+C-D） 857,423 900,423 943,423 1,029,422 1,115,422 1,201,422 1,287,421 1,717,420 2,147,418
下水道使用料
汚水処理費―下水道使用料 96,755 139,755 182,755 268,754 354,754 440,754 526,753 956,752 1,386,750
基準外繰入金 3条
基準外繰入金 4条
不足額 189,198 232,198 275,198 361,197 447,197 533,197 619,196 1,049,195 1,479,193

56,250

640,362
1,942,530

1,725,469

36,193

760,668



一般会計繰入金合計
1,160,541千円

一般会計繰入金の必要額について

経営戦略
P７４，７５

※R7～11（5年間）の平均

基準内繰入金 971,343千円

基準外繰入金 189,198千円

収支が均衡するのに必要な一般会計からの繰入金

9

資金不足額

＝ 資金不足額

3条 876,656千円
4条 94,687千円

3条 96,755千円
36,193千円

4条 56,250千円

補足資料

92,443千円 9



越前市下水道事業の経営状況について

1年間で汚水を処理するのに必要な費用と収益 複数年使用する施設の整備するのに
必要な費用と財源

維持管理費

利 息

長期前受金

減価償却費

下 水 道
使 用 料

負 担 金

市からの
補助金等

国庫補助金

借入金

負 担 金

借入金の
返 還

下水施設
建設費

収 入 支 出 収 入 支 出

内部留保資金

補填財源

市からの
補助金等

収 益 的 収 支 資 本 的 収 支

収入と支出の
差が純利益

1年分に
換算

1年分に
換算

10



資本費（B）
1,942,530

経営戦略
P72～73

収 益 的 収 支 単年で汚水を処理するのに必要な費用と収益

職員給与費
合計 163,０７6
平均 32,615

修繕費、材料費
電力費、委託料

合計 3,038,734
平均 607,747

減価償却費
合計 8,339,173  
平均 1,667,83５

支払利息
合計 1,373,478
平均 274,696

・・・日常の下水道施設の維持管理に要する経費

・・・減価償却費、企業債等支払利息(一時借入金利息を除く。)及び企業債取扱諸費等

維持管理費

資本費

維持管理費（Ａ）
640,362

支出計
合計 12,914,460
平均 2,582,892

下水道使用料
合計 3,803,340
平均 760,668

維持管理費（Ａ）
資本費(B)

純利益計
合計 185,942
平均 37,188

11



経営戦略
P7４～７５

資 本 的 収 支 複数年使用する施設を整備するのに必要な費用と財源

純利益が利益剰余金
となって資本的収支
不足額に補填される

12



適正な下水道使用料の検討について

第４回 越前市水道料金・下水道使用料等協議会

越前市上下水道課

1

資料２



議 題

（1） これまでの協議会について

（2） 改定の必要性について

（3） 基本水量について

（４） 使用料改定案について

（５） 改定時期について

2



（1） これまでの協議会について

3
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第１回

・委員委嘱
・諮問
・会議の公開について
・下水道事業の概要について
・下水道事業の経営状況

第２回
・下水道事業の現状と課題
・下水道使用料の算定の考え方
・適正な使用料を検討する上での確認

第３回
・適正な使用料の検討の進め方について
・使用料体系について
・使用料改定した場合の影響について

これまでの協議会
内 容

下水道の役割の確認

汚水処理人口の減少
物価上昇
施設の老朽化の状況

経営上の課題

汚水処理に必要な経費と財源の関係

使用料算定期間の設定

必要な使用料収入

市民生活への影響



5

第４回
・改定の必要性について
・使用料改定案について

第５回 ・答申案について

答申 市長へ答申

今後の協議会

内 容

・改定の必要性
・基本水量
・新使用料体系案
・改定時期

答申案

答申



（２）改定の必要性について

6
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越前市の下水道について
水循環センター

今立浄化センター

塚地区農業集落
排水処理施設

北地区農業集落
排水処理施設

大塩・国兼地区
農業集落排水処理施設 平吹地区農業集落

排水処理施設

家久浄化センター

中山地区農業集落
排水処理施設

白崎地区農業集落
排水処理施設

集合処理
（共同）

個別処理
（各住宅）

水洗化率汚水処理
人口普及率

汚水処理
人口

整備率管路延長事業開始処理場R６．４．１現在
（R5年度決算値）

９０．３%8１．８%65,６０３人88.７%約５０２㎞昭和55年3か所公共＋特環下水道

91．0%4.1%3,317人100.0%約44㎞昭和62年7か所農林業集落排水

90.4%1.2%９９２人100.0%－平成15年415基戸別公共浄化槽

7.８%6,233人個人設置型合併浄化槽

95.０%76,１４５人約546㎞

安養寺地区農業集落
排水処理施設
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下水道事業の解決を目指したい課題①

老朽化した
施設の更新
老朽化した
施設の更新

地震や豪雨
などの自然

災害

地震や豪雨
などの自然

災害

課 題 課 題

汚水管
約484㎞

雨水管
約 18㎞

農林集管
約 44㎞

合計
約546㎞
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下水道事業の解決を目指したい課題②

急速な
人口減少

による収入
の減少

急速な
人口減少

による収入
の減少

課 題
20年間

上昇率
(R6/H16)

項目

１３5％電気代

１55％ガソリン代

170%労務単価

エネルギー
などの

物価高騰

エネルギー
などの

物価高騰

（人）

電気代
労務単価

（円）

ガソリン代
（円）

越前市
47％改定

勝山市
12.6％改定

鯖江市
約20％改定

小浜市
約１２％改定

福井市
20％改定

あわら市
約１８％改定

坂井市R6,１0％改定
坂井市R７,１0％改定

＜今後の改定＞
敦賀市R8 ,20％改定
敦賀市R１２,１0％改定

敦賀市
20％改定

電気料
（千円）

処理施設
電気代

76,388R4

83,893R5

99,760 R6

50,748R7(上半期のみ)

(参考）
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下水道事業の解決を目指したい課題③

近年、世帯の人数の減少に伴い使用量が少ない利用者が増加しています。
こうした状況を踏まえ、すべての利用者に公平に使用料をご負担いただくための方策と
して、基本水量の見直しを検討しております。このことにより、国の指針の方向性に合わ
せること及び水道料金表の従量料金と区分の統一を図ります。基本水量を変更すること
による使用料への影響は最小限として使用料体系を検討したいと思います。

課 題

基本水量の
見直し

基本水量の
見直し

(図：水道参考）

越前市統計年鑑より

1人世帯の割合 R2 27.5% ←5.5％増－ H17 22.0％



使用料対象経費と財源について

操出基準に
基づかない繰入金

(基準外繰入金）

汚水処理に必要な経費
949,866千円

公費で負担すべき経費
1,725,469千円

下水道使用料
760,668千円

一般会計繰入金

操出基準に
基づく繰入金

（基準内繰入金）

（経費）

（財源）

資産
維持
費

使用料対象経費

下水道使用料にて賄わなければいけない

＝ ＝

【現状】

11

86,000千円189,198千円

86,000千円

長期前受
金戻入

767,744
千円



資産維持費

適正な下水道使用料の考え方

７

基準外
繰入金

189,198千円

汚水処理に必要な経費 949,866千円

下水道使用料 760,668千円

（経費）

（財源）

使用料対象経費

下水道使用料 857,423千円

下水道使用料 949,866千円

３％

0.４％

0.2％

現 行

パターンⅠ

パターンⅡ

基準外
繰入金
92,443

千円

下水道使用料 1,035,866千円パターンⅢ

現行

使用料が不足している。

約１２％改定した場合

汚水処理に必要な経費のうち、起
債償還に係る資金が不足している。

約２５％改定した場合

汚水処理に必要な経費を賄える。
資産維持費は確保できない。

約３６％改定した場合

資産維持費及び災害等に対応でき
る資金残高の確保を目指す。

※パターンⅢはⅡに加え資産維持率0.2％(86,000千円)を含んで作成

12



（３）基本水量について
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基本水量の設定検討

• 越前市の下水道使用料金は、現状「基本水量あり」としています。

 これまで基本料金には、下水道施設を整備・維持管理するための固定費の一部を負担することを目的と
して「基本水量」が付与されており、今回の改正(案)としては、まだ継続して必要性が高いと判断し「基本
水量」を付与しております。

 しかし、家族形態、ライフスタイルの多様化や節水機器の普及などにより、基本水量を下回る世帯が年々
増加傾向であることから、基本水量の範囲内の使用者の負担の公平性について課題の解消に取組みた
いと考えております。

基本水量の設定： あ り な し

基本水量のデメリット基本水量のメリット

基本料金内の利用者間の公平性が保たれない。少量利用者の下水道使用料が軽減される。

■国土交通省通知(令和2年7月21日)
◇下水道使用料体系見直しの方向性
基本水量内の使用者間の負担の公平性に問題があるものとして、基本水量性を廃止するよう見直しが求められた。
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新たな下水道使用料金表（案）

浄化槽使用料
〈一般住宅〉 (税抜)

基本料金 世帯員割料金
1世帯当り 2,300円 世帯員一人当り 500円

浄化槽使用料
〈一般住宅〉 (税抜)

基本料金 世帯員割料金
1世帯当り 円 世帯員一人当り 円

下水道使用料 (税抜)

汚水の種類 超過水量 使用料

10㎥以下 1,100円

10㎥ 20円
10㎥を超えるもの
1立方メートルにつき

特別汚水
4円

10㎥を超え30㎥以下
1立方メートルにつき

133円

一般汚水

30㎥を超え50㎥以下
1立方メートルにつき

50㎥を超え100㎥以下
1立方メートルにつき

100㎥を超え300㎥以下
1立方メートルにつき

300㎥を超えるもの
1立方メートルにつき

162円

177円

192円

206円

現行の下水道使用料体系と下水道使用料体系（案）の変更点

新料金表
（案）

現行

二部料金制二部料金制
下水道

使用料体系

あり
５㎥/1か月

あり
10㎥/1か月

基本水量

６段階５段階水量区分

逓増型逓増型従量料金

※基本水量を10㎥/1か月から5㎥/1か月にすることで、基本水量の範囲内だった5㎥を超え10㎥以下の
部分については新たな水量区分を設けることとなる。



（４）使用料改定案について
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委員から頂いたご意見（9月30日第3回協議会）

対 応ご 意 見項 目

答申に附帯意見として加える。汚水処理に必要な経費を下げることはできないか。
経営方法に

ついて

事務局案としては、市民生活
への影響を考慮し、汚水処理
に必要な経費を賄うことがで
きる２５％の改定行い、人口
減少や物価高騰、老朽化や災
害に対応できる安心安全な
下水道事業の運営を目指し
たい。

委員に頂いた意見は附帯意
見として答申案に記載するこ
とを提案する。

現行から25%までは、汚水処理に必要な経費は賄えるが、もし何かあった時の修繕や資産維持費がな
い。この状態になると、収入を増やさないとこれから先維持しようと思うと非常に難しいのかなと思う。

改定率に
ついて

施設の老朽化対策に加え、全国的に発生している事故や異常気象への対応、さらには昨今の物価上昇
を踏まえると、将来の子どもたちに過度な負担を残さないためにも、改定率36％を目指すことが望ま
しい。とはいえ、一度に大きな負担を求めることは困難であるため、例えば12％ずつ3回に分けて段階
的に改定を行う方法も検討してはどうか。

将来に向けて責任を持って下水道を維持していく必要があると考える。企業会計は企業で賄っていく
べきである。36％の改定が最も望ましいと考えるが、市民の負担感を考慮すると、今回は25％の改
定が適切ではないかと考える。

影響額がこのぐらいであれば仕方がないのかなと思うが、子育て世代などお金のかかる家庭はどのよ
うに感じるのかは分からない。36％改定となると、県で2番目に料金が高い市となるので、反発が大
きいと思うがどう考えているのか。また、今後何年後かに、さらなる料金の見直しの予定はあるのか。

12％の改定であっても、子育て世代にとっては厳しいと感じられる。なぜその改定率なのかという点
である。他の社会保障制度など、全体のバランスを踏まえた上での根拠を明確に示していただきたい。

下水道料金を上げるということは税金をあげること。物価が上がれば税収も上がるのではないか。

答申に附帯意見として加える。
市民への周知なので、市のホームページに情報を載せるだけというような対応はせず、地道に住民説
明をしっかりやっていっていただきたい。

周知方法に
ついて



汚
水
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各種経費と各改定率ごとの使用料収入

資産維持率
0.1％ごとに

43,000千円増
加する

（千円）

（％）改定率

（円）

維
持
管
理
費

起債
償還

資産
維持費

使用料対象経費

資産維持費の積立

資産維持率
0.1%

資産維持率
0.2%

資金不足額（基準外繰入）
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改定率ごとの課題と財源確保状況

２０㎥/月
影響額
（税抜）

経営の状況及び委員の意見改定率の根拠改定率

使用料だけでは経費を賄えず、市の税金（基準外繰入金）で補
填。税金は使用者以外も負担しており、独立採算の原則に反
している。将来世代に課題を残す。

現在の料金体系。０％

320円
維持管理費は賄えるが、起債償還に必要な資金は税金で補填。
税金負担が残り、独立採算の原則に沿っていない。

汚水処理に必要な維持管理費
を確保

１２％

645円
必要な資金は賄えるが、経営に余裕はない。急な修繕や災害
対応には不安。市民生活への影響を考えると、これ以上の改
定率と比較すると適正である。

維持管理費＋起債償還を確保２５％

915円
将来の更新や物価上昇にも対応でき、計画的な経営が可能。
市民生活への影響は大きいが、最も安定した運営ができる。

維持管理費＋起債償還＋資産
維持費（資産維持率0.2％）を
確保

３６％

※月20立方
メートルの場合
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各改定率における
使用料体系（案）と影響額



従量使用料
（円/㎥）

従量水量
(㎥)

基本使用料
（円）

基本水量
(㎥)

１３３ 円１０㎥を超え３0㎥

1,10010㎥現行

162 円３０㎥を超え５０㎥

177 円５０㎥を超え１００㎥

192 円１0０㎥を超え３００㎥

206 円３00㎥を超え

新設2２円５㎥を超え１０㎥

１．８%1,120５㎥
改定率
１２％

１２%１４９ 円１０㎥を超え３0㎥

１２%１８１ 円３０㎥を超え５０㎥

１２%１９８ 円５０㎥を超え１００㎥

１２%2１５ 円１0０㎥を超え３００㎥

１２%２３１ 円３00㎥を超え

新使用料体系（案） １２%の場合

※1

※２

※１ 新設5㎥✕22円＝１１０円分を基本料増加分から減額(1,100✕１１２％－１１０円≒1,120）10円以下切り捨て

※２ 基本使用料の増加割合を押さえる。 21
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使用料改定の影響について（1カ月分の使用料・税抜）

ケース１ 使用水量が1カ月8㎥の場合
（単身世帯など）

改定後現 行

1,186円
（＋８６円）

1,100円

ケース２ 使用水量が1カ月１６㎥の場合
（2人世帯など）

改定後現 行

2,124円
（＋２２６円）

1,898円

ケース３ 使用水量が1カ月２０㎥の場合
（３～４世帯など）

改定後現 行

2,720円
（＋２９０円）

2,430円

ケース４ 使用水量が1カ月３０㎥の場合
（５～６人世帯など）

改定後現 行

4,２１０円
（＋４５０円）

3,760円

１２%の場合
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従量使用料
（円/㎥）

従量水量
(㎥)

基本使用料
（円）

基本水量
(㎥)

１３３ 円１０㎥を超え３0㎥

1,10010㎥現行

162 円３０㎥を超え５０㎥

177 円５０㎥を超え１００㎥

192 円１0０㎥を超え３００㎥

206 円３00㎥を超え

新設25円５㎥を超え１０㎥

13.6%1,250５㎥
改定率
25％

25%１６６ 円１０㎥を超え３0㎥

25%203 円３０㎥を超え５０㎥

25%221 円５０㎥を超え１００㎥

25%240 円１0０㎥を超え３００㎥

25%２５８ 円３00㎥を超え

新使用料体系（案） 25%の場合

※1

※２

※１ 新設5㎥✕2５円＝１２５円分を基本料増加分から減額(1,100✕１２５％－１２５円＝1,250）

※２ 基本使用料の増加割合を押さえる。
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使用料改定の影響について（1カ月分の使用料・税抜）

ケース１ 使用水量が1カ月8㎥の場合
（単身世帯など）

改定後現 行

1,325円
（＋２５５円）

1,100円

ケース２ 使用水量が1カ月１６㎥の場合
（2人世帯など）

改定後現 行

2,3７１円
（＋４７３円）

1,8９８円

ケース３ 使用水量が1カ月２０㎥の場合
（３～４世帯など）

改定後現 行

3,0３5円
（＋６０５円）

2,430円

ケース４ 使用水量が1カ月３０㎥の場合
（５～６人世帯など）

改定後現 行

4,６９５円
（＋９３5円）

3,760円

25%の場合
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従量使用料
（円/㎥）

従量水量
(㎥)

基本使用料
（円）

基本水量
(㎥)

１３３ 円１０㎥を超え３0㎥

1,10010㎥現行

162 円３０㎥を超え５０㎥

177 円５０㎥を超え１００㎥

192 円１0０㎥を超え３００㎥

206 円３00㎥を超え

新設2７円５㎥を超え１０㎥

２3.6%1,360５㎥
改定率
３６％

３６%１８１ 円１０㎥を超え３0㎥

３６%2２０ 円３０㎥を超え５０㎥

３６%2４１ 円５０㎥を超え１００㎥

３６%２６１ 円１0０㎥を超え３００㎥

３６%２８０ 円３00㎥を超え

新使用料体系（案） ３６%の場合

※1

※２

※１ 新設5㎥✕2７円＝１３５円分を基本料増加分から減額(1,100✕１３６％－１３５円≒1,３６0）10円以下切り捨て

※２ 基本使用料の増加割合を押さえる。
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使用料改定の影響について（1カ月分の使用料・税抜）

ケース１ 使用水量が1カ月8㎥の場合
（単身世帯など）

改定後現 行

1,４４1円
（＋３４１円）

1,100円

ケース２ 使用水量が1カ月１６㎥の場合
（2人世帯など）

改定後現 行

2,581円
(＋６８３円）

1,8９８円

ケース３ 使用水量が1カ月２０㎥の場合
（３～４世帯など）

改定後現 行

3,３０５円
（＋８７５円）

2,430円

ケース４ 使用水量が1カ月３０㎥の場合
（５～６人世帯など）

改定後現 行

5,115円
（＋1,３５5円）

3,760円

３６%の場合
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〈一般住宅〉
(税抜)

基本料金 世帯員割料金
1世帯当り 2,300円 世帯員一人当り 500円

〈戸別公共浄化槽(その他の建築物)〉
(税抜)

区分 月額使用料の額
7人槽まで 6,600円
8から10人槽 8,100円
11から15人槽 11,300円
16から20人槽 14,800円
21から30人槽 21,500円

浄化槽使用料体系表

その他の使用料体系における改定案について

【現行】 【料金改定案】特別汚水

10㎥ 20円
特別汚水 4円10㎥を超えるもの

1立方メートルにつき

特別汚水

特別汚水 5㎥ 25円
5㎥を超えるもの
1立方メートルにつき

5円

〈一般住宅〉
(税抜)

基本料金 世帯員割料金
1世帯当り 2,870円 世帯員一人当り 630円

〈戸別公共浄化槽(その他の建築物)〉
(税抜)

区分 月額使用料の額
7人槽まで 8,250円
8から10人槽 10,120円
11から15人槽 14,120円
16から20人槽 18,500円
21から30人槽 26,870円

浄化槽使用料体系表

※10円以下切り捨て ※10円以下切り上げ

※10円以下切り捨て


